
生保労連のϗーϜϖーδはこちら！ http://www.liu.or.jp  Twitterでも報発৴中！ˏseiho_roren

No.6472020年11月号
�࿑ಇ組合࿈合ձݥੜ໋อࠃ所��શߦൃ
東京都จ京区౬ౡ�������౬ౡࡾ組ࡔビル�֊
ి　����ʢ����ʣ����ʢදʣ
ຊ�༝ඒࢁ�ҕ員ߦ࿑ಇ組合࿈合ձ�中央෭ࣥݥੜ໋อࠃਓ��શߦൃ
ྩ���݄��ൃߦʢຖ݄Ұճ��ൃߦ　Ұ෦５ԁʣ　
ত���݄��ୈ３छ༣ศೝՄ

No.647 2020.10.15（毎月15日発行） 1UNION NET

ハンガー・フリー・ワールド
書損じハガキ等回収活動へのご協力ありがとうございました
　生保労連では、社会貢献活動の一環として、国際協力NGO「ハンガー・フリー・ワールド」が実施している「書損じハガキ等回収活動」に参画しています。
　2019年12月～2020年4月までの回収期間に、各組合本部・組合員のみなさんからのご協力により、多くの物品が寄せられました。
　これらの物品は、ハンガー・フリー・ワールドを通じて換金され、飢餓に苦しむ人々の自立支援等に役立てられます。

　生保労連は、上記活動以外にも「連合・愛のカンパ」「エコキャップ回収活動」など、関係諸団体の社会貢献活動にも積極的に参画
しています。引き続き、ぜひみなさんのご協力をよろしくお願いします。

書き損じハガキ１枚がおかゆ
１食分になります。ベナン
では、３歳未満の栄養不良
児におかゆを提供していま
す。母親にも作り方を教え、
家で実践してもらいます。

商品券5枚で教師１ヵ月分の
給与を支払うことができま
す。教師を増員することで、
識字率の低いベナンで、成
人と青少年に読み書きや計
算を教えることができます。

369,721円
はがき 285,156円
未使用切手 26,032円
使用済み切手 25,810円
金券 18,380円
外国紙幣 11,223円
中古CD・未使用テレカ等 3,120円

2019年度集計結果（換金額） 寄せられた物品は、例えば、このように役立ちます！

活動内容など、詳しくお知りになりた
い方はコチラへアクセス
http://www.hungerfree.net/

に取り組む方針を決定！
～ 2020年度の総合生活改善闘争「統一共闘課題」 ～

第52回
定期大会

「統一共闘課題」とは？

　私たち生保労連は、8月の定期大会で、全組合が取り組む「統一共闘課題」として「社会環
境の変化に対応した働き方の実現に向けた取組みの推進」を掲げる方針を決定しました。
　「統一共闘課題」とは、「賃金改善」「営業支援策の充実」以外の項目で、全組合が参加・共闘
して取り組む課題のことを言います。2010春闘で初めて設定して以降、共闘効果・相乗効
果を発揮するうえで重要な機能を果たしています。

コロナ禍による生活様式の変化に対応した働き方を実現するために

　新型コロナウイルス感染症の影響により、社会全体の生活様式や価値観は大きく変化して
おり、生保産業においても、デジタル技術を活用した非対面（非接触）による営業活動やテレ
ワークの拡大など、働き方の変化が生じています。
　こうした状況を踏まえ、今年度の「統一共闘課題」では「生活様式等の変化に対応した
働き方の実現」に取り組みます。具体的には、営業現場の働き方への影響やテレワーク
制度の実施状況などの把握に努め、関連する制度・施策の整備・充実をはかりたいと考え
ています。

　また、これまで取り組んできた総労働時間の短縮に向けても、「『ワーク・ライフ・バランス
の実現』に関する今後の取組みの方向性」（下の記事を参照）に沿って、ワークとライフ双方
の充実をはかる観点から、「『生産性の高い働き方』と『生活時間の充実』の相乗効果をより
意識した取組みの推進」に取り組みます。

社会環境が変化する中でも安心して働けるよう 一丸となって取り組む

　生保労連は、コロナ禍で社会環境が大きく変化する中においても、組合員のみなさんが安
心して働くことができるよう、各組合の労使協議や取組みを強力に後押ししていきます。

にに取取りり組組
「社会環境の変化に対応した働き方の
実現に向けた取組みの推進」

統一共闘課題

各組合は、それぞれの課題認識に基づき以下に取り組む。
１．生活様式等の変化に対応した働き方の実現
●営業現場の働き方への影響の把握と対応策の充実
●テレワークをはじめとした柔軟な勤務体制の整備と活用促進

２．「生産性の高い働き方」と「生活時間の充実」の相乗効果をより意識した取組みの推進
●総労働時間短縮に向けた取組みのさらなる推進　●生活時間の充実に向けたサポートの推進

社会環境の変化に対応した働き方の実現に向けた取組みの推進

に関する今後の取組みの方向性」を確認！関する今後の取組みの方向性」関する今後の取組みの方向性」確認確認
『職場におけるジェンダー平等』『ワーク・ライフ・バランスの実現』「

2つの方針を統合し 両取組みを一体的に推進
　生保労連ではこれまで、「職場における男女共同参画」と「ワーク・ライフ・バランスの実
現」に向けて、それぞれ中期方針を掲げて取組みを推進してきましたが、両取組みは親和
性が高く密接不可分の関係にあることからも、今後は1つの方針に統合して一体的に取り
組むこととしました。
　また、「男女共同参画」の名称については、性別を問わず個性や
能力を発揮できる職場・社会をめざす生保労連の課題認識がより
適切に伝わるよう、「ジェンダー平等※」に変更することとしました。

「取組みの柱」と「取組みの基盤づくり」を新たに設定
　取組みにあたって新たに、「取組みの柱」と「取組みの基盤づくり」を設定しました。

　主なポイントは以下のとおりです。

各組合と課題認識を共有し 新たな中期方針を検討
　新たな中期方針は、2021年1月に開催される第54回中央委員会で確認する予定であ
り、現在、各組合と課題認識を共有しながら策定に向けた検討を進めています。組合員
のみなさんの誰もが安心と働きがい・生きがいをもてる職場の実現に向けて、生保労連
は取組みのさらなる推進をはかりたいと考えています。

　生保労連では、「職場における男女共同参画」と「ワーク・ライフ・バランスの実現」に向けて、それぞれ2014年から2020年まで6ヵ年の中期方針を掲げて取組みを推進しており、
8月の定期大会で、新たな中期方針の大枠を示した「今後の取組みの方向性」を確認しました。ここでは、その方向性の概要について紹介したいと思います。

第52回
定期大会 ～取組みのさらなる推進に向けて～

●「ジェンダー平等」の考え方にはLGBTなどの性的マイノリティをめぐる課題も含まれる
ことから、「性別を問わず安心して働ける環境の整備」を「取組みの柱」として掲げる
●ワークとライフ双方の充実をはかる観点から、今後は「総労働時間の短縮」に加え、「生
活時間の充実」をより意識した取組みを進める
●ハラスメント問題の重要性の高まりを踏まえ、「各種ハラスメント対策の強化」を「職場
におけるジェンダー平等」と「ワーク・ライフ・バランスの実現」各々の「取組みの柱」とし
て掲げる
●充実した職業生活や家庭生活を送るためには、多様な価値観やライフイベント・ライ
フスタイル等に応じて、働き方を柔軟に選択できることが重要であることを踏まえ、
「働き方を柔軟に選択できる制度の整備と活用促進」を「取組みの基盤づくり」として
掲げる

※ 「ジェンダー」とは、生物として
の男・女ではなく、社会的につ
くられた規範によって、男はこ
うあってほしい、女はこういう
役割を果たしてほしいといっ
たように、あるべき男性像・女
性像として求められる性差
（社会的性差）をいう。




